
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-07-01

「就学指導」から「相談支援」の仕組みへの移行：
2012年度の全国自治体調査から

(Citation)
第19回日本特別ニーズ教育学会札幌大会発表要旨集:72-73

(Issue Date)
2013

(Resource Type)
conference object

(Version)
Version of Record

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/90001900

渡部, 昭男



「就学指導Jから「相談支援Jの仕組みへの移行

-2012年度の全国自治体調査からー

渡部昭男 {神戸大掌}
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障害者権利条約の批准に向けた国内法の見直

し等が進品でいる。中央教育審議会は、「特別支

援教育の在り方に閲する特別委員会J(2010-同

年/以下、特特番員会)を設けて検討を進め、 2012

年 7月 23日に「共生社会の形成に向けたイJ

クルーシプ教育システム構築のための特別支援

教育の推進(報告)J (以下、インクル シプ教育報

告)を公表した。その中で、従来の「就学指導j

から今後は 「相談支援」の仕組みに転換する方

針 u就学指導書員会jから「教育支援委員会(匝称)J

への名称変更を宮む)が表明された。

本報告は、2012年度の全国自治体調査に基づ

いて、①就学指導委員会等の設置状況と名称、

②相談支援の仕組みへの移行、③インクノレーシ

プ教育報告の認知度、@異議[不服)申立・調停

の仕組み、について現状と課題を明らかにする。

1 関査方法・回収状況

r2012年度における「就

学指導委員会J等(館当する

組踊)に係る調査」を全国

の自治体に送付し、回答及

び資料提供を依頼した

(2013年 1-3月)0 tt:l 

回収できたのは、都道府県が 32件(68%[2013 

年 1月現在の録数叫47])、市(指定都市を吉む}が

332件 (42% [同 789])、特別区が 8件 (35%[岡

田])、町が 297件(40%[同746])、村が 60件(33%

[同 184])であった(合計で729件、41%[同1，789])。

なお、教育委員会の場合は広域連合や事務組合

などの組織形態があるために、自治体数での算

出はあくまでも概数である。

2，結 果

(I)設置状況と名称

就学指導委員会等の設置状況について回答の

あった728件のうち、単独設置が657件(叩%)、

共同設置が 57件 (8%)、事務委託が 6件(!刷、

就学指導委員会等は置かず相談支援組織を置い

ているのが8件(1%)であった。

内訳は表 1の通りであり、単独設置率は 「特

別区〉都道府県〉市〉町〉村Jの傾向にあり、

共同設置・事務委託を採る町村が 13-25%存在

した。

(2)委員会等の名称

委員会等の名称について、条例 ・規則等の資

料が同封されていた 457件について、分類した

(書員会等を檀費量兼ねた名幹は重複分類した)。

まず、 f適正」の二文宇があるか否かに着目し

た。「適正Jがあったのは 23件 (5%)であり、

残り 95%にはなかった。

次に、「指導Jr支援Jr相談」に着目した。「就

学指導Jは 363件 (79%)、「就学支援(就学教

育支援 ー学びの支援)Jが 37件 (8則、 「就学相

談」が 19件 付%)であった.

最後に、 「就学」の文字を入れずに 「特別支援

教育j等に置き換えた名称に着目した。「特別支

援教育(特別支援)連携Jが5件 (1%)、「特別

支援教育(特別支援支援教育)推進」が 6件

(1%)であった。なお、これらの委員会が従来

の就学指導委員会等に代わる組織である場合と、

追加して別途に置かれた場合の双方があった。

「その他Jの 5件(1%)は、「心身障害児就

学審議会Jr障害児審査委員会Jr心身障害者処
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過委員会Jr特別支援教育検討委員会Jr特別支

援教育就学審議会」である.

( 3)相駁支慢の仕組みへの移行

相談支鐙の住組みへの移行について回答のあ

った 722件のうち、「すでに移行しているjが

135件(四%)、『移行する計画であるJが7件(¥%人
「移行することを検討中である』が 100件

(14%)、「移行する必要は感じているj が 192
件 (27%)、『移行する動き等はない」が 244件

(34%)、「その他」が 44件 (6%)であった.

内訳は表3の通り であり、移行済み事は 「特

別区〉市〉村〉都道府県〉町Jの順であった.

fその他Jについて、都道府県は f国の動きを

みてJ等が多く、市町村は 「実際は就学相談と

なっている』等が多かった.

(4 )報告の認知度

イyクルーシプ教育報告の認知度(図書を強く

は求めない;a加質問項目録い}について回答のあっ

た 573件のうち、「報告をすでに入手し内容も

承知している」が 315件 (55%)、『報告が出た

ことは知っているが内容までは承知していない」

が 165件 (29%)、「報告が出たこと自体を知ら

なかったjが 89件 (16%)、「その他J(協議し

ていたことは知っていた等)が4件 (1%)であ

った.

内訳は表4の通りであり 、

「都道府県〉市〉特別区〉町村jの順であった。

( 5)異議(不思)申立・調停の仕組み

意見が異なる場合の意義(不服)申立 ・調停の

仕組みゃ組織の有無{追加質問項目}について回

害のあった560件のうち、『なb、」が452件(81%)、
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f検射中」が 73件 (¥3%)、fすでにあるjが

35件 (6%)であった.

fすでにある」には、オンプズマン、不服審

査舗求などを挙げたところもあるが、 「本人・保

護者の意向を草重しているのでそうした事案は

ないj 等の記織もあった.

3 考察

(1)相談支援体制の整備

2008年、文部科学省・厚生労働省「障害の

ある子どものための地域における相談支援体

制整備ガイドライン(試案)Jが出されて以降、

相談主観体制の整備が進んできた。具体的に

は、 2008-09年度 「発達障害等支緩・特別

支援教育総合推進事業Jにおいて「相談支鍾

ファイルの活用」が位置づけられ、さらに

2010-11年度「特別支援教育総合推進事業』

において「舵学指導コーディネータ一等を活用

した就学指導・就学相談の充実jが追加された。

就学指導と就学相較を併記した事業の推進は、

従来の就学指導に加えて就学相談体制を追加整

備するという方向性を浸透させた.

( 2)梱鮫支侵の仕組みへの移行

インクルーシプ教育報告では、就学指導から

相談支援の仕組みへの移行が据われている.特

特委員会の中間報告『給点整理J(2010明の後、

2012年度 「早期からの教育相鼓・支綾体制構築

事業Jでは「就学指導Jの4文字が消えている。

本調査からは、委員会等の名称iこ「就学指導J
の文字が残るものの、相談主媛の仕組みへの移

行は進行しているという認織がうかがえた(表

2、3).とはいえ、就学指導に相談

支援体制を追加整備するのか、 就学

指導に代わって相談支援体制を整備

するのかについて、自治体における

認織と施策方針は調査時点ではまだ

暖昧であり、帽のあることが示された.

I注I(J)総務省ホームベージ「市町村数j、財

団法人地方自治情報センターホームページ「都

道府県別市区町村数一覧J(2013.8.18聞置}。

I備考1本報告は、科研費(護部昭男、基盤研

究(C)、2010-12)r障害児の就学・進学・卒

業時における移行支援システムの構築 市町

村ベースの体制整備Jの研究成果の一部であ

る.ご回答いただいた教育委員会(震見原発被

誕地を宮む)の皆様に記して感謝申し上げる。



2013年 1月 渡部昭男(神戸大学発達科学部 叫iowtnb@port.kobe'u.ac.jo)

阪態調E:2012年度における「就学指導委員会」等{歓当する組織)に係る調査|

お手数ですが、この「表面Jを記載L、2013年 1月現在における「就学指導委員会」

等の「担拠規定Jr運用上の詳細な定め」の植写物と共にご同封下さい.

極霊園 就学事務就学指導建畠謹監をお知らせ下さい.

(該当する住所印・擦係印などの抑印で結構です.) 

I 都道府県・区 ・市・町・村]教育委員会

担当部署名(課ー係名など)【

*宜しければ、ご担当者のお名前 ・遠路方法をお知らせ下さい.

[指名前 1[連絡方法・

匡璽璽璽 「就学指導委員会J等(制する酬)の盟盟をお知らせ下さい.

(敏当する選択肢にOを付Lてください.) 

1 単独で設置Lている.

2.近隣の自治体と共同で霞置している.

3. 他自治体に事務委託Lている.[→委託先:

4.委員会等は霞置世ずに、独自の相談支援を行っている.

[→具体的に:

* r独自の相識支援』の仕組み等が分かる資料をご同封いただけると助かリます.

画監厨「就学指導」から「欄措」の仕組みlこ監旦担をお知らせ下さい.

(該当する選択肢lこOを付Lてください.)

1 .すでに「相酸支援」の仕組みに移行Lている.

2. r相畿支鑓」の仕組みに移行する計画である.

*その「計画」が分かる資料をご同封いただけると助かります.

3. r相続支援」の仕組みに移行することを検討中で島る.

4. r相E費支援」の仕組みに移行する必要は感じている.

5. r相続支援」の仕組みに移行する動き等はない.

B その他[

【ご協力有リ疎うございま Lた.】

※「麗面Jは追加項目です.ご領費量は'"しませんが、可能でしたら『直面Jもご回答下さい.

] 

] 

] 

] 



亘亙主E 中央教育審構会由加12.7.23.rインクルーシブ教育報告Jについて

(設当する選択肢lこOを付して〈ださい.)

1. r報告」をすでに入手し内容も承知している.

2. r報告』が出たことは知っているが内容までは承知Lていない.

3. r報告Jが出たこと自体を知らなかった(本調査ではじめて知った).

4.その他[

匝亙ー互司保檀者との合意形成・異議(不服〉申立・調停について

〔歓当する選択肢にOを付して〈ださい.)

「インクルーシブ教育報告Jでは本人・保護者と関係者との合意形成を重視する方向を

打ち出しています.そして、意見が異なる場合の異蹟(不服〉申立回調停の仕組みについ

ても検討毘題であると Lています.貴自治体にはこうした仕組みゃ組織があリますか.

1.ない.

Z 検討中である.

3.すでにある.[→具体的に ] 

*その「仕組みゃ組織」が分かる資料をご同封いただけると助かリます.

画杢E 就学事務 桝指導や特別支援教育に関して、貴自治体において工夫して

いる事柄やユニークな取り組みについて(全国に伝えたい事項)

自由Ie述

匝 亙 聖E 就学事務・就学指導や特別支蜘育に関して、貴自治体において困ってい

る事柄や相議したい課題について(全国から学びたい事項)

自由Ie述

【「直面」についても、ご協力まことに有リ緩うございま Lた.】


















